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保
健
だ
よ
り

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

な
が
は
ま
の
文
化
財

／
各
種
相
談

み
ん
な
の
掲
示
板

み
ん
な
の
掲
示
板

な
が
は
ま
見
聞
録

至
誠
通
天

／
お
元
気
で
す
か

５月24日(日)クリスタルプラザ、クリーンプラントおよび伊香クリーンプラザでごみの持込みを受け付け
ていますのでご利用ください。来月の予定日は６月28日(日)です。問環境保全課 ☎６５－６５１３

毎週第２土曜日は市民献血デーです。献血へのご協力をお願いします。５月９日(土)西友長浜楽市店　10時～11時45分、
13時～ 15時30分詳細は滋賀県赤十字献血センターホームページまで。問健康企画課 ☎６５－７７７９

　
国
民
健
康
保
険(
国
保)

は
、
ケ
ガ
や
病
気
の
と

き
に
安
心
し
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
保
険
料
を
出
し
合
い
、
み
ん
な
で
助
け
合

う
制
度
で
す
。

　
近
年
、
医
療
費
や
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
介
護

納
付
金
の
増
加
が
続
き
、国
保
の
財
政
は
非
常
に

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、平
成
30
年
度
か
ら
国
保
の
運
営
を

市
町
単
位
か
ら
県
単
位
に
拡
大
す
る
と
い
う
、制

度
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
県
が
、１
年
間
に
必
要
な
県
全
体
の
医
療
費
を

計
算
し
、
各
市
町
の
所
得
水
準
等
に
応
じ
て
、
標

準
保
険
料
率
を
示
し
ま
す
。

　
今
年
度
の
県
が
示
し
た
標
準
保
険
料
率
は
、平

均
世
帯
で
1.5
％
上
が
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
が
、

市
の
国
保
の
基
金
を
投
入
し
据
え
置
く
こ
と
と

し
ま
し
た
。

令
和
２
年
度
は
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
率
を
据
え
置
き
ま
す
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昨
今
、喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
に
つ
い

て
世
間
の
関
心
も
高
ま
っ
て
お
り
、
喫
煙
は

「
個
人
の
嗜
好
の
問
題
」
と
片
付
け
る
こ
と
が

難
し
い
時
代
で
す
。

　
た
ば
こ
の
煙
は
が
ん
や
肺
の
病
気
、心
筋
梗

塞
や
脳
卒
中
の
原
因
と
な
る
ほ
か
、子
ど
も
や

妊
婦
、患
者
の
健
康
へ
の
影
響
が
大
き
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、た
ば
こ
の
煙
に
よ
る
健
康
へ

の
影
響
に
つ
い
て
正
し
く
知
り
、
自
分
や
大

切
な
人
の
健
康
を
た
ば
こ
の
煙
か
ら
守
り
ま

し
ょ
う
。

【
た
ば
こ
の
煙
の
特
徴
】

〇
約
70
種
類
の
発
が
ん
物
質
が
含
ま
れ
る

〇
７
ｍ
以
上
先
ま
で
届
く

〇
喫
煙
者
の
息
に
も
化
学
物
質
が
含
ま
れ
る

〇 

壁
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
な
ど
に
煙
の
成
分
が
付

着
し
、子
ど
も
が
知
ら
な
い
間
に
口
に
す
る

【
禁
煙
外
来
に
つ
い
て
】

　

条
件
を
満
た
す
と
保
険
適
用
を
受
け
て
禁

煙
外
来
を
受
診
で
き
ま
す
。
市
内
禁
煙
外
来

の
場
所
や
保
険
適
用
条
件
は
、
電
話
で
担
当

課
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー
で
す

問 

健
康
企
画
課　
☎
65
・
７
７
７
９

保険料率の決め方
　滋賀県が県全体の医療費などの総額を推計し、
その結果に基づいて市町ごとに標準保険料率を
提示します。
　それを参考に、市町が保険料率を決定します。

保険料額（年額）の参考例
①年金収入120万円以下(所得０円)　
　70歳代　１人世帯(７割軽減)　保険料：18,000円

②給与収入約212万円(所得130万円)　
　夫65歳、妻65歳の２人世帯(軽減なし)　保険料：182,460円

③給与収入約400万円(所得266万円)　
　夫55歳、妻52歳の２人世帯(軽減なし)　保険料：386,010円

１世帯あたりの保険料額
　所得割額と均等割り額、平等割額をすべて加算したものが、世帯の保険料額となります。

※１　医療分… 医療給付費(医療に係る費用の７割相当分)に充てるためのもので、被保険者
の皆さんに負担していただきます。

※２　支援分… 後期高齢者(75歳以上の人)の医療費の一部を支援するもので、被保険者の
皆さんに負担していただきます。

※３　介護分…介護保険に要する費用に充てるためのもので、40歳以上64歳までの人
　　　　　　　(介護保険の第２号被保険者)に負担していただきます。

令和２年度保険料率 医療分　※１ 支援分　※２ 介護分　※３

所得割額
(前年所得－33万円)×率 ６．８０％ ２．３２％ ２．３１％

均等割額(１人あたり) ２５，０００円 ９，０００円 ９，９００円

平等割額(１世帯あたり) １９，４００円 ６，６００円 ５，９００円

賦課限度額 ６３０，０００円 １９０，０００円 １７０，０００円

患者負担

『保険料』

医療費総額

国、県からの
支出金など

○
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す

　

一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
均
等

割
額
と
平
等
割
額
を
軽
減（
７
割
・
５
割
・
２

割
軽
減
）し
て
い
ま
す
。
軽
減
は
、
前
年
の
所

得
を
も
と
に
判
定
し
て
い
ま
す
。
所
得
の
な

い
人
も
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
を
し
て
い

な
い
と
所
得
不
明
と
な
り
軽
減
判
定
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、所
得
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
を
拡
充
し
ま
す

５
割
軽
減
対
象
世
帯
の
拡
大

　

被
保
険
者
数
に
乗
じ
る
金
額
を
28
万
円
か

ら
28
万
５
千
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、５
割

軽
減
の
対
象
と
な
る
所
得
金
額
を
拡
大
し
ま

す
。

２
割
軽
減
対
象
世
帯
の
拡
大

　

被
保
険
者
数
に
乗
じ
る
金
額
を
51
万
円
か

ら
52
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、２
割
軽
減

の
対
象
と
な
る
所
得
金
額
を
拡
大
し
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課
限
度
額

　

中
低
所
得
者
世
帯
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
保
険
料
の
上
限
額
に
つ
い
て
、
医
療
分
を

61
万
円
か
ら
63
万
円
に
引
き
上
げ
、介
護
分
を

16
万
円
か
ら
17
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。
支
援
分
に
つ
い
て
は
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

○
非
自
発
的
失
業
者
の
保
険
料
を
軽
減

　
リ
ス
ト
ラ
な
ど
会
社
都
合
で
離
職
し
、国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、「
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
」に
記
載
さ
れ
た
離
職

理
由
が「
11
、12
、21
、22
、23
、31
、32
、33
、34
」

の
い
ず
れ
か
で
、離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の

人
は
、
届
出
に
よ
り
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

○
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
10
回
で
す

　

保
険
料
は
年
度
単
位(

４
月
～
翌
年
３
月)

で
計
算
し
、年
間
の
保
険
料
を
６
月
～
翌
年
３

月
の
10
回
に
分
け
て
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、一
部
の
人
は
公
的
年
金
か
ら
の
納
付
と

な
り
ま
す
。
納
付
方
法
は
６
月
中
旬
に
発
送

す
る
納
付
通
知
書
に
記
載
し
ま
す
。

○
納
付
通
知
書
は
世
帯
主
に
送
付
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
料
は
世
帯
ご
と
に
計
算
し
、

納
付
義
務
者
は
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、保
険
料
の
計
算
対
象
と
な
る
の
は
国
保
加

入
者
の
み
で
す
。

○�

令
和
２
年
度
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
す
る
世
帯
主
の
納
付
方
法
に
つ
い
て

　
世
帯
主
が
75
歳
と
な
り
、後
期
高
齢
者
医
療

制
度
へ
移
行
す
る
年
度
の
保
険
料
は
、年
金
か

ら
の
天
引
き
は
中
止
し
、納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

○
保
険
料
の
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　

納
期
を
過
ぎ
る
と
督
促
手
数
料
や
延
滞
金

が
発
生
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、納
付
通
知
書
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
未
納
が
続
く
と
、
有

効
期
限
が
短
い(

６
か
月)

被
保
険
者
証
を
交

付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
未
納
が
あ
る
と

限
度
額
適
用
認
定
証
※
の
交
付
や
人
間
ド
ッ

ク
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※「 

限
度
額
適
用
認
定
証
」と
は
、
入
院
時
、
医

療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担
分
が

高
額
療
養
費
の
限
度
額
ま
で
に
な
る
証
明

書
の
こ
と
で
す
。

○
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ　
Ｐペ

イａｙ
で
納
付
で
き
ま
す

　
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」ア
プ
リ
内
で
、納
付
書
の
バ
ー

コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
24
時
間
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
市
税
や
保
険
料
等
が
納
付
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、納
付
証
明
書
が
発
行
可
能
に
な
る
ま

で
に
最
長
１
か
月
程
度
か
か
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。


